
 
・ 尾市のみなさま、いつも変わりない暖かいご支援・ご

協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。 
 ３月議会は、来年度の予算を審議するたいへん重要
な議会でした。本当に市民のために適正に予算が組ま 

れているのか、一般会計予算、水道事業の民間事業者への包括
委託の予算、国会で審議されている問題多いデジタル法案の受
け皿となる補正予算などには賛同できず反対しました。一般質
問はコロナ禍での生活困窮者への対応と教職員の長時間労働解
消へ向けた「働き方改革」の問題を取り上げました。 
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一貫して求めてきた介護保険料の引き下げがようやく実現！ 
月額平均５８００円から５３００円へ５００円引き下げ 

 
これまで、介護保険給付費が毎年予

算を下回り続けた結果、予算通り徴収

されてきた介護保険料に余剰が発生

し、基金として１２億円近く積み立て

られてきましたが、ようやくこの基金

を取り崩し、保険料引下げに充てるよ

うになりました。 

 

生活相談支援センターへの生活困窮者

の相談が今年に入ってからも毎月 200

件を超え深刻な状況が続いています。コ

ロナ関連の相談が半数近くを占め、生活

保護の相談が 131 件（うち申請が 90

件）、社会福祉協議会への相談総数が

502 件、うち緊急小口資金の貸付相談

が 230 件にもなっています。昨年 12

月議会では生活困窮者向け相談窓口の改

善を求め、市ホームページや関係窓口の

改善がすすめられました。 

荒尾市は 4 月から「生活困窮者自立

支援のためのアウトリーチ等の充実によ

る自立相談支援機能強化事業」として、 

就労準備支援事業や家計改善支援事業を 

相談支援センターや生活保護係の増員を要請しました 
 社会福祉協議会に委託して取り組みを開

始します。すでに、社会福祉協議会には

失業して手持ち現金がまったくない生活

困窮者がおとづれています。具体的な就

労準備支援事業として、例えば就職活動

のための面接などのアクセス支援として

自転車や携帯電話を貸し付けて、就職に

結びつく支援を始めます。相談者の中に

は金銭管理の支援が必要な方もおられ、

社協職員は一時的な支援ではなく、伴走

型で援助していく計画です。私はこのよ

うな生活困窮者支援のために相談支援セ

ンターや生活保護係の職員の増員の検討

を求めました。福祉部長は今後の動向を

みて検討すると答弁しました。 

 

【所得段階の目安】 
●夫が市民税課税の妻で、

年金収入が月７〜8万円

の場合は第４段階 ⬆ 

●一人暮らしで年金収入だ

けで月７〜8万円の場合

は第３段階 

●一人暮らしで、収入が年

金だけで月 20万円の場

合は第7段階 
 
所得段階区分は、 
ご自宅へ郵送される平成
３年度の介護保険料決定通
知書に記載されています。 

私が一貫して求めてきた介護保険料

の引下げがようやく実現することに

なりました。県下では芦北町に次い

で２番目に低い保険料になりまし

た。ご自分の保険料については、介

護保険料決定通知書に記載されてい

る所得段階を参考にしてください。 

 

介護保険料決定通知書 
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“教師のバトン” 想定超える悲痛な声 
文部科学省が教員を目指す若者たちに仕事の魅力を伝えるた

め、教員たちに S N S での発信を呼びかけた「♯教師のバト

ン」プロジェクトをめぐって、当初の想定を超えて過酷な勤務

環境を訴える声が相次ぎました。寄せられた声は、長時間労働

や部活動の負担を挙げ「夢を叶えて教員になったけど 10 年持

たなかった」とか「とてもじゃないが若者にバトンを渡せな

い」などと、当初の想定を超えて窮状を訴える内容が相次ぎ、

文部科学省は４月８日に改めてメディア向けの説明会を開きま

した。 

 
 
 

教員の長時間労働解消へ向けた抜本的な対策を求めました 

 荒尾・玉名地区では月残業上限の 45 時間を超えて働く教職

員は、小学校で約 51％、中学校で約 63％（2020年度熊教組

調査）を占め、月 80 時間の過労死ラインを超える実態もあり

ます。教育長は荒尾市では「持ち帰って仕事をしている教職員

が７割、月８０時間を超える長時間労働になっている現状があ

る」と認めました。教職員の長時間労働の解消は待ったなしの

課題です。 

 
私の一般質問の概要  

教職員の長時間労働問題を中心に以下の質問を行いました 
●荒尾市独自の「推進プランの作成」を 

「働き方改革」が求められていますが、現状は「熊本県の公立学校に

おける働き方改革推進プラン」（４ケ年計画）に沿って進めているとい

う段階であり、「改革」に至らず「改善」レベルではないかと、私の受

け止めを表明し「改革」にふさわしく荒尾市独自の方針と課題を、現場

の教職員の総意でつくり上げ、具体化していくよう求めました。 

●学校給食費の「公会計化」を求めました 
 担任が給食費の集金や滞納世帯の父母への督促を行う負担を解消する

ために、この業務を自治体が行うようにする公会計化が全国で広がり、

今年４月から熊本市が実施し、来年度から玉名市が実施する計画です。

このことを紹介し、浅田市長に荒尾市でも早く実施するよう求めました

が、市長は困難を理由に実施する意志がないことを表明しました。 

●中学校部活動の見直しについて 
熊本県下で 80 時間を超える長時間労働の主因になっているのが部活

です。文科省がこれまで学校の管理下にあった休日の部活動に関する業

務を 2023 年度から段階的に地域に移す方針を示しましたが、休日以外

も含めて全体的にどのように進めていくのかが焦点になってきます。ス

ポーツ庁による「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

（H30.3）で示された「適切な休養日等の設定」を参考に政策的な検討

を進めるよう求めました。（左下枠に紹介） 

●「コミュニティスクール」の廃止を求めました 
文科省は学校ごとに教育委員会が任命した自治会代表や保護者代表、

校長、青年会議所代表、おやじの会代表、民生委員代表などで委員を構

成する学校運営協議会をつくり、地域が主体性をもち協働して活動する

という役割を持たせ、校長にリーダーシップの努力義務を課しました。   

先行して設置された学校でのアンケートによれば、「コミュニティスク

ールのプラス面が大きいのでさらに拡大を」と答えた教職員は 8.８％、

「縮小を」との答えが 48.２％に上り、多くの教師が「負担が大きく夜

や土日にこの会議が入り、ほとんどボランティア」と回答。私は「働き

方改革」に逆行するこのようなコミュニティスクールは廃止するようを

求め、できなければ規模や機能の大胆な縮小を求めました。 

●衛生委員会の「活性化」について提案しました 
「熊本県の公立学校における働き方改革推進プラン」では、“衛生委

員会の活性化、労働安全衛生法の周知”が課題とされています。 

衛生委員会は①教職員の健康障害防止、健康保持増進のための対策、

②長時間にわたる労働による教職員の健康障害の防止対策、③教職員の

精神的健康の保持増進を図るための対策などを調査審議する機関です。

従業員 50人以上の事業所は必置義務となっていますが、５０人未満が

ほとんどの学校では衛生推進者が決められています。この場合でも準ず

る取り組みを行うことができますが、ほとんど機能していないのが現状

です。鹿児島県の阿久根市立小学校では、毎月の職場会議のあとに「衛

生委員会」が開催され機能化していることが先行事例として紹介されて

おり、荒尾市での活性化の参考にするよう求めました。 

 
 
 
 
 

適切な休養日等の設定（スポーツ庁ガイドラインより）  
運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期

にある生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた

生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学の観点からの

ジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、

以下を基準とする。  

○学期中は、週当たり 2日以上の休養日を設ける。(平日は少

なくとも 1 日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という)は少

なくとも 1 日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動

した場合は、休養日を他の日に振り替える。)  

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。

また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、運動

部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程

度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。  

○1 日の活動時間は、長くとも平日では 2時間程度、学校の休

業日(学期中の週末を含む)は 3 時間程度とし、できるだけ短

時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。  

 

 

教員の７割が業務を持ち帰り 
月８０時間を超える残業も 


